
【

期

間

】

令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
、

三
十
一
日
の
十
七
日
間

【

目

的

】

県
民
一
人
一
人
が
、
安
全
を
第
一
に
考

え
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通
マ
ナ
ー

の
実
践
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通

事
故
防
止
を
図
る

【

ス
ロ
ー
ガ
ン

】

安
全
をつ

な
げ
て
広
げ
て

事
故
ゼ
ロ
へ

【

運
動
の
重
点

】

一
、
歩
行
者
と
自
転
車
の
安
全
確
保

二
、
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の

交
通
事
故
防
止

三
、
飲
酒
運
転
等
危
険
運
転
の
根
絶

四
、
自
分
自
身
と
相
手
を
守
る

交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
の
徹
底

～

人

も

車

も

自

転

車

も

～

自
転
車
の
ス
マ
ホ
・
酒
気
帯
び

罰
則
強
化

●
令
和
六
年
十
一
月
一
日
、

改
正
道
路
交
通
法
施
行

●
改
正
点
は

①
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
使
用
し
な

が
ら
の
自
転
車
の
運
転
に
対
す
る
罰
則

が
強
化
さ
れ
た

②
、
自
転
車
の
酒
気
帯
び
運
転
が
罰
則

の
対
象
と
な
っ
た

こ
と
で
す
。
酒
気
帯
び
運
転
に
つ
い
て

は
、
酒
類
の
提
供
、
同
乗
、
自
転
車
の

提
供
に
つ
い
て
も
罰
則
の
対
象
と
な
り

ま
し
た

●
増
え
続
け
る
自
転
車
事
故

人
身
交
通
事
故
の
発
生
数
は
減
り
続

け
て
い
ま
す
が
、
自
転
車
が
関
係
す
る

事
故
は
、
こ
こ
数
年
増
加
に
転
じ
、
人

身
交
通
事
故
全
体
の
お
よ
そ
四
分
の
一

を
占
め
て
い
ま
す
。
交
通
事
故
に
な
ら

な
く
て
も
、
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
危
険

な
自
転
車
に
遭
遇
し
て
、
ひ
や
り
と
し

た
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。

ル
ー
ル
無
視
や
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い

こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
罰
則

ス
マ
ホ
等
を
使
用
し
な
が
ら
の
運
転

は
六
ヵ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
十
万
円

以
下
の
罰
金
、
酒
気
帯
び
運
転
は
三
年

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
と
な
り
ま
す
。
自
転
車
の
提
供
者
・

同
乗
者
・
酒
類
提
供
者
も
懲
役
又
は
罰

金
と
な
り
ま
す
。

●
「
ス
マ
ホ
等
を
使
用
し
な
が
ら
」
と
は

ス
マ
ホ
等
を
手
で
保
持
し
て
、
通
話

す
る
行
為
、
画
面
を
注
視
す
る
行
為
を

指
し
ま
す
。

●
ル
ー
ル
を
守
っ
て
交
通
事
故
防
止

交
通
事
故
の
怖
さ
を
知
っ
て
い
る
人

な
ら
、
絶
対
に
「
な
が
ら
運
転
」
や

「
酒
気
帯
び
運
転
」
は
出
来
な
い
は
ず

で
す
。
た
か
が
自
転
車
、
さ
れ
ど
自
転

車
。
運
転
に
対
す
る
責
任
の
重
さ
は
、

車
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
何
の
た
め
の
ル
ー

ル
で
、
な
ぜ
守
る
の
か
、
交
通
事
故
を

起
こ
す
前
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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交
通
安
全
通
信

第
六
十
六
号（
冬
号)

年
末
の交

通
安
全
県
民
運
動

自
転
車
安
全
利
用
五
則

①

自転車は車道が原則、

左側を通行／歩道は例

外、歩行者を優先

②

交差点では

信号と一時停止を

守って、安全確認

③

夜間は

ライトを

点灯

④

飲酒運転

は

禁止

⑤

ヘルメット

を

着用

清
水
警
察
署

交
通
課

金
岩
係
長
よ
り



※
静
岡
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
参
照

中
・
高
校
生
の
自
転
車
事
故
が
毎

年
多
く
な
る
時
期
で
す
。
楽
し
い
学
生

生
活
を
続
け
る
た
め
に
も
、
自
転
車
に

乗
る
時
に
は
「
一
時
停
止
を
守
る
」

「
ス
マ
ホ
等
の
な
が
ら
運
転
を
し
な
い
」

な
ど
、
安
全
運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

※
こ
ん
な
運
転
も
禁
止
で
す
！

「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」
や
「
酒
気
帯
び
運

転
」
だ
け
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
運
転

も
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

危
険
な
行
為
で
す
。
絶
対
に
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

「
毎
年1

月18

日
を
「118

番
の
日
」

と
し
て
広
く
国
民
の
皆
様
に
周
知
し
て

い
ま
す
」

118

番
は
警
察
・
消
防
の110

番
・

119

番
通
報
と
同
じ
よ
う
に
海
上
保
安

庁
へ
の
緊
急
通
報
ダ
イ
ヤ
ル
で
す
。
陸

上
と
異
な
り
目
標
物
の
少
な
い
海
上
や

海
岸
で
自
分
の
現
在
地
を
正
確
に
伝
え

る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

118

番
に
て
通
報
を
受
け
た
際
は
、
緊

急
通
報
位
置
情
報
通
知
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
、
お
お
よ
そ
の
発
信
位
置
が
把
握
で

き
ま
す
。
ま
た
、
通
報
に
使
用
す
る
携

帯
電
話
のG

P
S

機
能
が
「O

N

」
で
あ

れ
ば
、
よ
り
正
確
な
位
置
が
特
定
で
き

る
た
め
、
速
や
か
に
巡
視
船
艇
・
航
空

機
を
救
助
に
向
か
わ
せ
、
迅
速
な
救
助

に
繋
が
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

「
最
近
の
事
故
」

立
入
禁
止
場
所
や
危
険
な
場
所
で
の

事
故
が
増
え
て
い
ま
す
。
沖
に
あ
る
防

波
堤
や
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
に
無
断
で
侵
入

し
釣
り
を
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
場
所
で
波
に
よ
っ
て
足
を
取

ら
れ
る
な
ど
し
て
海
中
転
落
す
る
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

（
事
例
）

防
波
堤
に
船
で
侵
入
し
夕
方
か
ら
夜
に

か
け
て
４
人
で
釣
り
を
し
て
い
た
際
、

１
人
が
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
上
か
ら
滑
り
落

ち
海
中
転
落
し
、
同
行
者3

名
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
が
亡
く
な
る
事
故
が
あ
り

ま
し
た
。
事
故
者
は
救
命
胴
衣
を
着
用

し
て
お
ら
ず
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
に
挟
ま
り

う
つ
伏
せ
状
態
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

消
波
ブ
ロ
ッ
ク
上
は
足
場
が
不
安
定
で

海
水
で
濡
れ
て
い
る
た
め
滑
り
や
す
く
、

暗
く
て
見
え
に
く
い
状
況
と
い
う
大
変

危
険
な
場
所
で
釣
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

「
事
故
防
止
」

立
入
禁
止
場
所
・
危
険
な
場
所
に
入

ら
な
い
こ
と
が
ま
ず
大
切
で
す
。
「
よ

く
釣
れ
る
か
ら
」
「
前
は
入
れ
た
か
ら
」

と
い
っ
た
理
由
は
入
っ
て
い
い
理
由
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
危
険
だ
か
ら
立
入
禁

止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
事
故
に
遭
わ
な

い
た
め
に
も
ま
ず
は
立
入
禁
止
場
所
・

危
険
な
場
所
に
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

次
に
釣
り
を
す
る
と
き
は
救
命
胴
衣

を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。
釣
り
を
行
う
場

所
は
波
や
風
の
影
響
を
受
け
海
中
転
落

す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
「
自
分
は

大
丈
夫
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
気
持
ち

は
安
全
に
は
繋
が
り
ま
せ
ん
。
救
命
胴

衣
を
着
用
し
て
い
れ
ば
海
に
落
ち
て
も

浮
い
て
救
助
を
待
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

万
が
一
の
事
故
に
備
え
て
確
実
に
着
用

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

釣
り
中
の
事
故
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

①
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用

②
、
連
絡
手
段
の
確
保

（
防
水
パ
ッ
ク
入
り
携
帯
電
話
な
ど
）

③
、
緊
急
時
に
お
け
る118

番
通
報

④
、
無
理
を
し
な
い

⑤
、
単
独
行
動
を
し
な
い

⑥
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域
に
入
ら
な
い

⑦
、
釣
り
行
動
計
画
を
第
三
者
に
伝
え
る

令
和
六
年
（2

0
2
4

年
）
十
一
月
か

ら
自
転
車
運
転
中
の
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」

の
罰
則
が
強
化
し
、
「
酒
気
帯
び
運
転
」

の
罰
則
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
自
転
車

の
危
険
行
為
に
よ
っ
て
事
故
の
相
手
方

を
死
亡
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。今

一
度
、
お
子
様
を
含
め
て
ご
家
族

全
員
で
自
転
車
の
運
転
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
確
認
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
保
険

に
も
加
入
し
、
い
つ
ま
で
も
安
全
に
快

適
に
自
転
車
を
利
用
し
て
下
さ
い
。
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中
・
高
校
生
の
み
な
さ
ん
、

自
転
車
事
故
に
注
意
！

自

転

車

に

乗

る

時

は

、

「
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
の
着
用
を
！

傘さし運転

(5万円以下の罰金等)

イヤホンやヘッ
ドフォンを使用
して運転

(5万円以下の罰金)

2人乗り

（5万円以下の罰金）

並進運転

（2万円以下の罰金

又は科料）

海
上
保
安
庁
よ
り

お
知
ら
せ

親

御

様

へ


